
保管場所使用権原疎明書面（自認書）の記載例

注 意 事 項

〇
消
す
こ
と
の
で
き
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

〇
こ
の
書
類
は
、
保
管
場
所
の
使
用
権
原
事
実
を
証
明
す
る
書
面
で
す
。
必
ず
保
管
場
所
の
所
有
者
が
書
い
て

く
だ
さ
い
。

〇
権
限
の
な
い
者
が
作
成
す
る
と
私
文
書
偽
造
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
こ
の
書
類
は
、
自
動
車
保
管
場
所
証
明
申
請
又
は
自
動
車
保
管
場
所
届
出
を
行
う
場
合
の
保
管
場
所
の
位
置

が
自
己
所
有
の
場
合
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

自動車保管場所証明申請書又
は自動車保管場所届出書の届出
者欄と同じになります。

下記の項目を参考に該当する箇所
に〇印を付けて付けてください。
▶自動車保管場所証明申請を行う場
合は「証明申請」に〇印を付けて
ください。
▶自動車保管場所届出を行う場合は
「届出」に〇印を付けてください。
▶保管場所である車庫が、建物と一
体となって築造された車庫が自己
所有の場合（例：１階が車庫、２
階が居住部分など）は「建物」に
〇印を付けてください。
▶車庫とする土地と建物の両方が自
己所有の場合は「土地」「建物」
両方に〇印を付けてください。
▶車庫とする土地が共有名義の場合
は、この書面のほかに、共有者全
員の「保管場所使用承諾証明書」
を添付してください。


